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本書の使い方 
 

「財務会計論（理論）肢別チェック」（本書）は，テキストの補助教材です。まずはテキストを読

み込み，内容を理解した上で本書の問題を解くようにしてください。 

 

本書の問題には，Ａ・Ｂ・Ｃのランクが付いています。 

Ａ … テキストの「本文」で学習している内容 

Ｂ … テキストの「脚注」で学習している内容 

Ｃ … テキストの「研究」で学習している内容 

 

短答式試験では，「本文」だけでなく「脚注」からも多く出題されています。したがって，短答式

試験突破のためには，Ａランクの問題だけでなく，Ｂランクの問題も解くことが必要不可欠です。 

講義の実施期間中（宿題時）にＡランクの問題を１回転させ，短答演習期にＢ・Ｃランクを含む

すべての問題を１回転させるというように，徐々に解く問題数を増やしていくのもよいでしょう。 

 

本書を使用する際の流れは以下の図の通りです。 

 

問題を解く 

 答え合わせ 

＋ 

テキストに戻って復習する 

 

解き直し 
  

  

  

 

※ 肢別チェックの問題を解くことを通じて，短答式試験で問われる論点や短答対策のために時間

をかけて復習すべき論点が明確になります。これを踏まえてテキストの復習（読み込み）を行う

ことにより，より効率的な学習を進めることができるようになります。 

 

 各段階について，以下，具体的に説明します。 

 

Ⅰ 問題を解く。 

まずは，順番に問題を解いていきましょう。解答時間は，一肢30秒程度を目安にしてください。 

 

Ⅱ 答え合わせをする。 

初めての問題で，できなかったものがあってもがっかりすることはありません。ここからが，

実力アップのスタートです。答え合わせのときには，以下の点に注意してください。 

① 問題ページのチェックボックスを使って，足跡を残しましょう。 

・ 正解できた肢には「○」を記入 

・ 不正解だった肢には「×」を記入 

・ 正解できたけど，次も正解できるか不安だと思ったら「△」を記入 
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② 不正解だった，または判断できなかった場合には，次のことを実行しましょう。 

・ まずは，解説をしっかりと読んでください。 

・ 解答に「テキストの参照ページ」が記載してありますので，必ずテキストの該当箇所を確

認しましょう。 

③ 解答ページのチェックボックスを使いましょう。 

解答ページのチェックボックスは，解答（○または×）の理由が本当に理解できているかど

うかの確認に使ってください。 

・ 理由まで理解できていた肢には「○」を記入 

・ 不正解だった肢および正解できたけど，理由は理解できていなかった肢には「×」を記入 

・ 理由が理解できていなかった肢については，解説やテキストの該当箇所をしっかり読み，

必ず理由まで理解し，解き直し時には「○」を付けられるようにしましょう。 

 

Ⅲ 解き直しをする。 

すべての問題を一回解いたら，次は解き直しです。以下の点に注意して行ってください。 

① 不正解だった肢から優先的に解き直しましょう。 

・ 答え合わせのとき，問題ページのチェックボックスに「×」や「△」を付けた肢から優先

的に解き直してください。 

② ２回は解き直しましょう。 

・ 全部の肢に「○」が付くことを目標に解き直しを行いましょう。理想は２回目に全部の肢

の問題ページおよび解答ページのチェックボックスに「○」が付くことです。 

 

 

なお，短答演習の復習も，本書と同様の方法で行いましょう。短答演習では，肢別チェックにな

い形式の問題も出題されます。しかし，ほとんどの問題が肢毎の正誤判定問題ですから，短答演習

の復習も本書を使った学習と同じように進めることができます。 

 

本書の使い方について，できるだけ具体的に説明をさせていただきましたが，お分かりいただけ

ましたでしょうか。本試験で重要なことは，正誤の判断における正確性とスピードです。本書によ

って，その力を身につけることができます。是非，本書を足掛かりにして，短答式試験突破のため

の基礎体力を養っていただきたいと存じます。 

 

令和7年11月              

資格の大原 公認会計士受験講座 財務会計論 理論スタッフ 

 

本教材は令和7年10月16日現在公表・施行されている法令等に基づいて作成しております。 
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第１章 財務会計の意義と機能  

 

第１節 財務会計の意義 

 

□□□ １ 財務会計は，企業内部の利害関係者に対して，会計情報を提供する企業会計の領域で

ある。 

 

 

 

第２節 財務会計の機能 

 

□□□ １ 財務会計の目的には，会計責任説と意思決定有用性説という２つの考え方がある。情

報提供機能は会計責任説に基づく財務会計の機能であり，利害調整機能は意思決定有用

性説に基づく財務会計の機能である。 

 

□□□ ２ 利益の性格には処分可能性と業績表示性があるが，利害調整機能を遂行するために利

益が備えるべき性格は業績表示性である。 

 

 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ

Ｃ 



 Personal－Date－Check 
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□□□ １：【×】企業内部ではなく，企業外部である（テキスト p．24 参照） 

財務会計は，企業外部
．．

の利害関係者（株主，債権者など）に対して，会計情報を提供

する企業会計の領域である。 

企業内部の利害関係者（経営者や経営内部の管理者など）に対して，会計情報を提供

する企業会計の領域は管理会計である。 

 

 

□□□ １：【×】組み合わせが逆である（テキスト p．25,26 参照） 

利害調整機能は会計責任説に基づく財務会計の機能であり，情報提供機能は意思決定

有用性説に基づく財務会計の機能である。 

 

□□□ ２：【×】業績表示性ではなく，処分可能性である（テキスト p．26 参照） 

利益の性格には処分可能性と業績表示性があるが，利害調整機能を遂行するために利

益が備えるべき性格は業績表示性ではなく，処分可能性である。 

 



  

第２章 
企業会計制度と会計基準 

 

 

第１節 企業会計制度 

第２節 会計基準 

第３節 企業会計原則の一般原則 
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第２章 企業会計制度と会計基準 

 

第１節 企業会計制度 

 

□□□ １ 会社法における計算書類には，貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書，キ

ャッシュ・フロー計算書が含まれる。 

 

 

 

□□□ ２ 大会社で有価証券報告書を提出する会社は，会社法の連結計算書類として，連結貸借対

照表，連結損益計算書，連結包括利益計算書，連結株主資本等変動計算書，連結注記表の作

成が要求される。 

 

 

□□□ ３ 株主・債権者の間に存在する利害対立関係の調整は，会社法による会計を通じて遂行

される。 

 

 

 

□□□ ４ 会社法は，債権者と株主の利害調整機能や債権者保護を重視しており，株主に対する

情報提供機能は重要な目的の１つとは位置付けていない。 

 

 

 

□□□ ５ 会社法会計において，会社法および会社計算規則に規定されていない会計に関する事項に

ついては，「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に基づき処理されることとなる。

これには，企業会計審議会または企業会計基準委員会から公表された会計基準や，日本公認

会計士協会から公表された実務指針などが含まれる。 

 

 

□□□ ６ 金融商品取引法は，各種利害関係者間の利害の調整を行うためにディスクロージャー

制度を設けている。 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 



 Personal－Date－Check 
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□□□ １：【×】キャッシュ・フロー計算書は含まれない（テキストp．28参照） 

会社法における計算書類には，貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書が含

まれるが，キャッシュ・フロー計算書は含まれない（「会社法」第435条2項，「会社計

算規則」第59条1項）。 

 

□□□ ２：【×】連結包括利益計算書の作成は要求されていない（テキストp．29参照） 

会社法の連結計算書類には，連結貸借対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計

算書，連結注記表が含まれるが，連結包括利益計算書は含まれない（「会社法」第444条1

項，3項，「会社計算規則」第61条1号）。 

 

□□□ ３：【○】（テキストp．28参照） 

会社法は，主として企業をめぐる個々の経済主体相互間の利害の調整を目的として制

定されている。したがって，財務会計のもつ利害調整機能，すなわち株主・債権者の間

に存在する利害対立関係の調整は，会社法による会計を通じて遂行されることになる。 

 

□□□ ４：【×】株主に対する情報提供機能も重要な目的の１つである（テキストp．28参照） 

会社法における会計目的は，債権者と株主の利害調整機能または債権者保護を中心と

していると一般にいわれているが，株主に対する情報提供機能も重要な目的の１つとさ

れている。 

 

□□□ ５：【○】（テキストp．28,29,31,32参照） 

会社法会計において，会社法および会社計算規則に規定されていない会計に関する事項に

ついては，「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に基づき処理されることとなる

（「会社法」第431条）。これには，企業会計審議会または企業会計基準委員会から公表され

た会計基準や，日本公認会計士協会から公表された実務指針などが含まれる。 

 

□□□ ６：【×】投資家の意思決定に有用な情報を提供するためである（テキストp．28参照） 

金融商品取引法は，各種利害関係者間の利害の調整を行うためではなく，投資家の意

思決定に有用な情報を提供するためにディスクロージャー制度を設けている。 
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□□□ ７ 会社法会計と金融商品取引法会計は，会計計算面（貸借対照表価額や期間損益等）に 

おいて基本的に一致するよう調整が図られてきている。 

 

 

 

□□□ ８ 金融商品取引法上の財務諸表は，株式会社単位の財務諸表が中心的な財務書類として 

位置づけられており，連結ベースの財務諸表は補足的な財務書類として位置づけられてい

る。 

 

□□□ ９ 連結財務諸表作成会社のうち会計監査人設置会社（別記事業会社等を除く）は特例財

務諸表提出会社とされ，会社法の要求水準に合わせた個別財務諸表の様式によることが

できる。 

 

 

第２節 会計基準 

 

□□□ １ 企業会計原則は，企業会計基準委員会において設定されたわが国最初の本格的な会計

基準である。 

 

 

□□□ ２ 企業会計原則は，企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから，一般に

公正妥当と認められたところを要約して作成されたものであり，すべての企業がその会

計処理をするにあたって従わなければならない法令である。 

 

□□□ ３ 企業会計原則は1982年以来修正されておらず，現在では「一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準」には含まれない。（平成23年第Ⅱ回本試験） 

 

 

 

 

□□□ ４ 現在，わが国では，公的な機関である企業会計基準委員会により，会計基準が公表さ

れている。 

 

 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ

Ａ 
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□□□ ７：【○】（テキストp．28参照） 

会社法会計と金融商品取引法会計は，その目的が異なるため，要求される情報につい

ては差異があるが，会計計算面（貸借対照表価額や期間損益等）においては基本的に一

致するよう調整が図られてきている。 

 

□□□ ８：【×】連結ベースの財務諸表が中心である（テキストp．30参照） 

金融商品取引法上の財務諸表は，株式会社単位の財務諸表ではなく，連結ベースの財

務諸表が中心的な財務書類として位置づけられている。 

 

□□□ ９：【○】（テキストp．30参照） 

金融商品取引法における単体開示については簡素化が図られており，連結財務諸表作

成会社のうち会計監査人設置会社（別記事業会社等を除く）は特例財務諸表提出会社と

され，会社法の要求水準に合わせた個別財務諸表の様式によることができる（「財務諸

表等規則」第1条の2，第127条1項）。 

 

 

□□□ １：【×】企業会計基準委員会ではなく，企業会計審議会である（テキストp．31,32参照） 

企業会計原則は，企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）ではなく，企業会計審議会におい

て設定されたわが国最初の本格的な会計基準である。 

 

□□□ ２：【×】企業会計原則は法令ではない（テキストp．31参照） 

企業会計原則は，すべての企業がその会計処理をするにあたって従わなければならな

い基準であり，法令ではない（「企業会計原則の設定について」二1）。 

 

□□□ ３：【×】一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に含まれる（テキストp．32参照） 

企業会計原則は1982年以来修正されておらず，実質的に死文化している定めもあるが，

一般原則のようにすべての企業がその会計を処理するにあたって従わなければならな

い有効な定めもあり，現在でも「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に含ま

れる。 

 

□□□ ４：【×】公的な機関ではなく，民間の機関である（テキストp．32参照） 

現在，わが国では，企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）により，会計基準が公表されて

いるが，当該機関は民間の会計基準設定機関である財務会計基準機構の下に設置された

機関であり，公的な機関ではない。 
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□□□ ５ 企業会計基準委員会は，論点整理や公開草案等の審議や議決，公表および意見の聴取と

いったデュープロセスを経て会計基準等を公表する。 

 

 

□□□ ６ 会計基準のコンバージェンスとは，国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）が定める企業会計

の基準である国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）を強制的に適用することを意味する。（平成

22年第Ⅱ回本試験） 

 

 

 

 

□□□ ７ 企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）を中心とする関係者が，会計基準の国際的コンバージ

ェンスを推進した結果，2008年に，わが国の会計基準は欧州連合（ＥＵ）から国際財務報

告基準（ＩＦＲＳ）と同等であると評価された。 

 

 

 

 

□□□ ８ 指定国際会計基準特定会社については，国際的な比較可能性の観点から，連結財務諸表

の作成にあたって，指定国際会計基準を適用しなければならない。 

 

 

□□□ ９ 指定国際会計基準特定会社とは，国際的な財務活動または事業活動を行う会社として一

定の要件を満たす株式会社である。 

 

 

 

 

 

 

□□□ 10 指定国際会計基準特定会社は，連結財務諸表を作成していない場合に限り，日本の会計

基準に基づく個別財務諸表に代えて，指定国際会計基準によって個別財務諸表を作成する

ことができる。 

 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 
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□□□ ５：【○】（テキストp．32参照） 

企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）は，論点整理や公開草案等の審議や議決，公表およ

び意見の聴取といった正規の手続き（デュープロセス）を経て会計基準等を公表する。 

 

□□□ ６：【×】ＩＦＲＳを強制的に適用することではない（テキストp．33,34参照） 

会計基準のコンバージェンスとは，国内基準と国際基準の主要な差異を調整すること

により，どちらの基準に基づく財務諸表を利用しても同一の意思決定結果に到達するレ

ベルにまで，国内基準と国際基準を実質的に合致させることをいう。 

ＩＡＳＢが定めるＩＦＲＳを適用することを意味するのは，会計基準のコンバージェ

ンスではなく，アドプションである。 

 

□□□ ７：【○】（テキストp．33参照） 

企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）を中心とする関係者が，会計基準の国際的コンバー

ジェンスを推進した結果，2008年に，わが国の会計基準は欧州連合（ＥＵ）から国際財

務報告基準（ＩＦＲＳ）と同等であると評価されたが，高品質かつ国際的に整合的な会

計基準およびその運用に向けたコンバージェンスの努力を継続していくことが必要であ

る。 

 

□□□ ８：【×】強制ではなく，容認である（テキストp．34参照） 

指定国際会計基準特定会社については，連結財務諸表の作成にあたって，指定国際会

計基準の任意適用が認められている（「連結財務諸表規則」第1条の2，第312条）。 

 

□□□ ９：【×】国際的な財務活動等を行うことは要求されていない（テキストp．34参照） 

指定国際会計基準特定会社とは，有価証券の発行者のうち，①有価証券届出書または

有価証券報告書において，連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに関わ

る記載を行っていること，②指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員または

使用人を置いており，当該基準に基づいて連結財務諸表を作成することができる体制を

整えていることという２つの要件を満たす株式会社（「連結財務諸表規則」第1条の2）

であり，国際的な財務活動または事業活動を行うことは要求されていない。 

 

□□□ 10：【×】日本の会計基準に基づく個別財務諸表の作成も必要である（テキストp．34参照） 

指定国際会計基準特定会社は，連結財務諸表を作成していない場合，指定国際会計基

準によって個別財務諸表を作成することができるが，あわせて日本の会計基準に基づく

個別財務諸表の作成が必要である（「財務諸表等規則」第1条の2の2，第326条2項）。 
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□□□ 11 指定国際会計基準は企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）が定めるが，現在，国際会計基準

審議会（ＩＡＳＢ）が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている。 

 

 

□□□ 12 エンドースメントとは，ＩＡＳＢにより公表された会計基準等について，わが国で受け

入れ可能か否かを判断したうえで，必要に応じて，一部の会計基準等について「削除また

は修正」して採択する仕組みをいう。 

 

 

□□□ 13 エンドースメント手続は指定国際会計基準の指定とは別の制度として行われるもので

あり，企業会計審議会が個々の会計基準等を「削除または修正」するか否かを判断する部

分を担う。 

 

 

□□□ 14 エンドースメント手続を行う上では，「削除または修正」を最小限とすることが適切と

考えられている。 

 

 

 

□□□ 15 エンドースメント手続を行う上で「削除または修正」が行われた項目は，開発費の条件

付資産計上とその他の包括利益のノンリサイクリング処理の２つである。 

 

 

□□□ 16 連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については，個別財務諸表の作

成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。 

 

□□□ 17 米国証券取引委員会に連結財務諸表を登録しているなど一定の要件を満たす会社は，

米国基準に準拠した連結財務諸表（米国式連結財務諸表）を有価証券報告書に記載して

提出することが認められているが，会社法上の連結計算書類については，米国基準によ

って作成することは認められていない。 

 

□□□ 18 ＩＦＲＳはルール・ベース（細則主義）によっており，詳細かつ具体的な規定を設け

ることにより，財務諸表の比較可能性を確保している。 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 
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□□□ 11：【×】企業会計基準委員会ではなく，金融庁長官である（テキストp．34参照） 

任意適用できる指定国際会計基準は企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）ではなく，金融

庁長官が定める。 

 

□□□ 12：【○】（テキストp．34,35参照） 

エンドースメントとは，国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）により公表された会計基準

等について，わが国で受け入れ可能か否かを判断したうえで，必要に応じて，一部の会

計基準等について「削除または修正」して採択する仕組みをいう。 

 

□□□ 13：【×】企業会計審議会ではなく，企業会計基準委員会である（テキストp．35参照） 

エンドースメント手続は指定国際会計基準の指定とは別の制度として行われるもの

であり，企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）が，個々の会計基準等を「削除または修正」

するか否かを判断する部分を担う。 

 

□□□ 14：【○】（テキストp．35参照） 

エンドースメント手続を行う上では，多くの「削除または修正」が行われた場合，市

場関係者に修正国際基準がＩＦＲＳから派生したものとして受け止められない可能性が

あること等から，「削除または修正」を最小限とすることが適切と考えられている。 

 

□□□ 15：【×】開発費の条件付資産計上ではなく，のれんの非償却である（テキストp．35参照）

「削除または修正」が行われた項目は，のれんの非償却とその他の包括利益のノンリ 

サイクリング処理の２つである。 

 

□□□ 16：【×】認められていない（テキストp．35参照） 

個別財務諸表の作成にあたって修正国際基準の任意適用は認められていない。 

 

□□□ 17：【×】会社法でも認められている（テキストp．36参照） 

米国証券取引委員会に連結財務諸表を登録しているなど一定の要件を満たす会社は，

会社法上の連結計算書類についても，米国基準によって作成することが認められてい

る（「会社計算規則」第120条の3）。 

 

□□□ 18：【×】細則主義ではなく，原則主義によっている（テキストp．37参照） 

ＩＦＲＳは，詳細かつ具体的な規定を設けるルール・ベース（細則主義）ではなく，

原理原則を明確に示し，詳細な判断は財務諸表の作成者や監査人に委ねるプリンシプ

ル・ベース（原則主義）によっている。 
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第３節 企業会計原則の一般原則 

 

□□□ １ 企業会計原則の７つの一般原則は並列的な関係にある。 

 

 

 

 

□□□ ２ 企業会計原則に規定する一般原則（真実性の原則を除く。）を，認識および測定に関す 

る実質原則と，会計帳簿および財務諸表表示にかかわる形式原則の２つに分類する場合，

継続性の原則は後者に含まれる。 

 

 

□□□ ３ 今日の財務諸表は，「記録された事実と会計上の慣習と個人的判断の総合的表現」と特 

徴づけられており，会計上の真実は絶対的真実といわれる。 

 

 

□□□ ４ 経済社会の発展変化に伴い，報告を受け取る利害関係者の企業に対する関心内容は推移

する。したがって，企業会計が利害関係者のための報告を目的とする限り，真実な報告も

それに応じて変化することになる。 

 

□□□ ５ 正規の簿記の原則は秩序性のある記録を要請するものであるから，会計帳簿から誘導 

する方法で財務諸表を作成しなければならない。（平成9年本試験一部改題） 

 

 

□□□ ６ 正規の簿記とは一定の規則に従って秩序ある方法で記録されている複式簿記をいい，そ

れ以外の簿記法は不完全なものであるから，正規の簿記としては認められない。（平成9

年本試験） 

 

 

□□□ ７ 資本取引と損益取引を区別するのは，適正な期間損益計算を担保するためである。 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 
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□□□ １：【×】並列的な関係にはない（テキストp．38参照） 

７つの一般原則は並列的な関係にはない。そこでは，真実性の原則を頂点に，他の６

つの一般原則は，真実性の原則を支えるもの，すなわち真実な会計報告を保証するため

の原則と位置づけられる。 

 

□□□ ２：【×】後者ではなく，前者に含まれる（テキストp．38参照） 

前者の認識および測定に関する実質原則には，資本・利益区別の原則，継続性の原則

および保守主義の原則が含まれ，後者の会計帳簿および財務諸表表示にかかわる形式原

則には，正規の簿記の原則，明瞭性の原則および単一性の原則が含まれる。 

 

□□□ ３：【×】絶対的真実ではなく，相対的真実である（テキストp．39参照） 

今日の財務諸表は，「記録された事実と会計上の慣習と個人的判断の総合的表現」と特

徴づけられており，会計上の真実は絶対的真実ではなく，相対的真実といわれる。 

 

□□□ ４：【○】（テキストp．39参照） 

企業会計が利害関係者のための報告を目的とする限り，経済社会の発展変化に伴う利

害関係者の企業に対する関心内容の変化に応じて，報告内容も変化することになる。 

 

□□□ ５：【○】（テキストp．40参照） 

正規の簿記の原則は，一般に会計帳簿から誘導する方法で財務諸表を作成することを

も含んでいると解される。 

 

□□□ ６：【×】正規の簿記は複式簿記に限られない（テキストp．40参照） 

正規の簿記とは，一定の要件に従って秩序ある方法で記録されている簿記をいう。した

がって，複式簿記以外の簿記法，たとえば単式簿記によっても，秩序性があれば正規の簿

記として認められる。 

 

□□□ ７：【○】（テキストp．41参照） 

適正な期間利益の金額は，損益取引から生じた株主資本の増加分だけに限定させるべ

きであり，資本取引による株主資本の増減分を利益に混入させないために，資本取引と

損益取引とを区別する必要がある。 
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□□□ ８ 資本剰余金・利益剰余金区別の原則によれば，資本剰余金と利益剰余金を混同すべきで

はないとされるが，払込資本の一部であるその他資本剰余金が配当可能である現在におい

ても，この剰余金区別の原則は機能している。（平成24年第Ⅱ回本試験一部改題） 

 

 

 

 

□□□ ９ 財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。

このような利害関係者の多様なニーズに応えるため，財務諸表は明瞭性の原則に基づき，

企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。 

 

 

 

□□□ 10 継続性の原則は，会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請す

るものであり，１つの会計事実について２つ以上の会計処理の原則または手続の選択適

用が認められている場合にのみ存在意義がある。 

 

□□□ 11 継続性の原則は，財務諸表の期間比較性の確保並びに経営者の利益操作の排除のため

に必要とされる。 

 

□□□ 12 継続性の原則の適用対象は，一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続

から，他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われる

ケースに限られる。 

 

 

□□□ 13 減価償却における定額法の採用は，保守主義の原則の適用例である。 

 

 

 

□□□ 14 資本的支出か収益的支出か不明確な場合に，収益的支出とすることは，保守主義の原則

の適用例である。 

 

 

□□□ 15 その他有価証券の評価差額の処理方法として，全部純資産直入法を採用することは保

守主義の原則の適用例である。 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 



 Personal－Date－Check 

  

27 

□□□ ８：【○】（テキストp．41参照） 

払込資本の一部であるその他資本剰余金は配当可能であるが，会社法における配当に

関する定めは，資本剰余金と利益剰余金の混同を禁止する企業会計の原則を変えるもの

ではないと考えられており（「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第

60項），資本剰余金・利益剰余金区別の原則は，現在でも企業資本の不当な社外流出を

防止するための原則として機能している。 

 

□□□ ９：【×】細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要はない（テキストp．42参照） 

企業における会計事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示すれば，財務諸表の詳細性

は達成できるが，煩雑となり，概観性を犠牲にすることになる。明瞭性の原則は，財務

諸表の詳細性と概観性をともに要請するものであるため，詳細性のみを追求した財務諸

表は認められない。 

 

□□□ 10：【○】（テキストp．43参照） 

「企業会計原則注解」注3 

 

 

□□□ 11：【○】（テキストp．43参照） 

「企業会計原則注解」注3 

 

□□□ 12：【○】（テキストp．43参照） 

継続性の原則の適用対象となる会計処理の原則または手続の変更は，一般に公正妥当

と認められた会計処理の原則または手続から，他の一般に公正妥当と認められた会計処

理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。    

 

□□□ 13：【×】定額法ではなく，定率法である（テキストp．44参照） 

減価償却の方法として，定額法ではなく，定率法を採用することが保守主義の原則の

適用例である。 

 

□□□ 14：【○】（テキストp．44参照） 

資本的支出か収益的支出か不明確な場合に，収益的支出とすることは，利益を控えめ

に計上することを要請する保守主義の原則の適用例である。 

 

□□□ 15：【×】全部純資産直入法ではなく，部分純資産直入法である（テキストp．44参照） 

その他有価証券の評価差額の処理方法として，全部純資産直入法ではなく，部分純資

産直入法を採用することが保守主義の原則の適用例である。 
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□□□ 16 保守主義の原則の適用は，一般に公正妥当と認められる会計基準の範囲内においての

み認められる。 

 

□□□ 17 単一性には，実質的単一性と形式的単一性がある。現行の企業会計制度においては，

一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており，唯一絶対的な会計数値を得るこ

とはできず，また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望まし

いことから，単一性の原則における単一性は，絶対的な単一性ではなく，実質的にも形

式的にも多様性を認める相対的単一性である。 

 

□□□ 18 単一性の原則を遵守することにより，二重帳簿の作成は排除される。 

 

 

 

□□□ 19 重要性の原則の適用によって，本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によ

ることが認められるのは，企業にとっての簡便性の要請によるものであり，その場合，企

業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるとしても一定範囲で許容される。 

 

□□□ 20 重要性の原則は一般原則に含まれる。 

 

 

 

□□□ 21 企業会計は，すべての取引につき，正規の簿記の原則に従って，正確な会計帳簿を作成

しなければならない。ただし，金額的重要性が乏しい場合，項目の性質を問わず，簡便な

会計処理の方法を採用してもよい。 

 

 

 

□□□ 22 現行の企業会計制度においては，企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせない

ようにするため，負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計

上しなければならない。 

 

□□□ 23 分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち，期限が一年以内に到来するもの

で重要性の乏しいものについて，固定資産または固定負債として表示する場合，簿外資

産または簿外負債が生じる。 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
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□□□ 16：【○】（テキストp．44参照） 

「企業会計原則注解」注4 

 

□□□ 17：【×】実質的な多様性は認められない（テキストp．45参照） 

単一性の原則における単一性の概念は，いかなる利用目的に対しても財務諸表の実 

質は同一でなければならないが，表示形式については，その利用目的に応じた異なる形

式の財務諸表の作成を認めるものである。すなわち，単一性の原則における単一性の概

念は，実質一元形式多元である。 

 

□□□ 18：【○】（テキストp．45参照） 

単一性の原則は，実質一元形式多元を要請するものであり，この原則を遵守すること

により，二重帳簿の作成は排除される。 

 

□□□ 19：【×】利害関係者の判断を誤らせるとすれば認められない（テキストp．45参照） 

ある項目について，理論的に厳格な会計処理や表示の方法によらない簡便な方法の採

用は，企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせない範囲だけに限定される。 

 

□□□ 20：【×】一般原則に含まれていない（テキストp．45参照） 

重要性の原則は，一般原則中の正規の簿記の原則，明瞭性の原則および貸借対照表完

全性の原則の注解として位置しており，一般原則に含まれていない。 

 

□□□ 21：【×】項目の性質が問われることもある（テキストp．45参照） 

重要性の原則において，重要性が乏しいかどうかの判断は，利害関係者における意思

決定に影響を及ぼすか否かにより判断されるが，その具体的な判断基準としては，ある

項目の金額の大小から判断する量的重要性と，ある項目の内容から判断する質的重要性

とがある。したがって，簡便な会計処理の採用には，項目の性質が問われることもある。 

 

□□□ 22：【×】重要性の乏しいものは負債として計上しないこともできる（テキストp．46参照） 

引当金のうち，重要性の乏しいものについては，これを計上しないことができる（「企

業会計原則注解」注1(3)）。 

 

□□□ 23：【×】簿外資産または簿外負債は生じない（テキストp．46参照） 

分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち，期限が一年以内に到来するもの

で重要性の乏しいものについて，固定資産または固定負債として表示する場合，表示区

分が変わるのみで簿外資産または簿外負債は生じない。 

 



第３章 
財務会計の基礎概念 

 

 

第１節 会計公準 

第２節 会計主体論 

第３節 利益概念 

第４節 概念フレームワーク 
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第３章 財務会計の基礎概念  

 

第１節 会計公準 

 

□□□ １ 企業実体の種類としては法人としての一企業と統一的な意思の下に指揮命令されてい

る企業集団があるが，一企業を細分化した単位は企業実体とはならない。 

 

 

 

□□□ ２ 連結財務諸表は，企業実体の公準でいう法的実体に合致したものといえる。（平成26年

第Ⅰ回本試験一部改題） 

 

 

□□□ ３ 減価償却は固定資産の原価配分手続であるが，その基礎にある費用配分の原則は，継

続企業の公準を前提に導き出される。（平成18年本試験） 

 

 

 

□□□ ４ 継続企業の公準は，企業の解散や倒産を予定することなく事業を継続的に行っていく

という前提であり，一定の会計期間を単位とした会計計算が行われる前提条件となる。 

 

 

 

□□□ ５ 貨幣的測定の公準は，会計の計算は貨幣額を用いて行うという公準である。したがっ

て，この公準のもとでは，それがいかに重要なものであるとしても貨幣額による測定が

不可能な企業の経済事象が会計上認識されることはない。 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
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□□□ １：【×】一企業を細分化した単位が企業実体となることもある（テキストp．48参照） 

法人としての一企業を細分化して，本店・支店ごと，または事業部ごとなど，さらに

小さな範囲を対象にすることもある。この場合に作成される財務諸表は本店財務諸表や

支店財務諸表，あるいは事業部財務諸表である。 

 

□□□ ２：【×】法的実体ではなく，経済的実体である（テキストp．48参照） 

連結財務諸表は，企業実体の公準でいう法的実体ではなく，経済的実体に合致したも

のといえる。 

 

□□□ ３：【○】（テキストp．48,49参照） 

減価償却の基礎にある費用配分の原則（取得原価を費消原価と未費消原価とに期間配

分する考え方）は，企業が予見可能な将来にわたって存続するという仮定，すなわち継

続企業の公準を前提に導き出されるものである。 

 

□□□ ４：【○】（テキストp．49参照） 

継続企業の公準により，無限に継続する企業活動を人為的に区切った一定の会計期間

を設定し，定期的に利害関係者に会計情報を報告するという制度が確立される。このた

め，継続企業の公準は会計期間の公準ともよばれる。 

 

□□□ ５：【○】（テキストp．49参照） 

会計の計算が貨幣額を用いて行われるということは，同時に，貨幣額で測定しえない

ものは，たとえそれが企業の経済活動に直接役立つ要素（例えば従業員の技能など）で

あっても，企業会計の対象になりえないということを意味する。 
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第２節 会計主体論 

 

□□□ １ 企業実体の公準は，企業主とは区別された企業それ自体の存在を仮定する公準である。

したがって，この公準は，会計主体論として企業主体理論をとる場合の前提とされるもの

であって，この公準のもとで資本主理論は成立しないものといえる。 

 

 

□□□ ２ 会計の主体を資本主，すなわち株主とみる理論を資本主理論という。この理論によれ

ば，企業の積極財産たる資産と消極財産たる負債はすべて株主に帰属するものととらえ

られることから，「資産＝負債＋資本」という貸借対照表等式で表現される。 

 

□□□ ３ 資本主理論によれば，利益は企業自体の利益であって，決定された配当額だけが資本

主に帰属することになる。 

 

 

 

□□□ ４ 現行制度上，債権者に対する支払利息が費用項目とされ，株主に対する支払配当金が

利益分配項目とされている。これは，企業主体説に立脚していることの表れである。 

 

 

 

□□□ ５ 株式会社を資金提供者から独立した主体ととらえ，株主と債権者をともに外部者とし

て位置づけた場合，支払配当金と支払利息の性格は同一と考えることができる。（平成23

年第Ⅰ回本試験） 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
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□□□ １：【×】資本主理論も成立する（テキストp．50参照） 

会計公準における企業実体は会計の対象または客体を示す概念であり，会計主体論は

会計を行うにあたっての立場を問題とするものである。したがって，どのような会計主

体論をとる場合にも，企業実体の公準が前提とされることでは異なるところはない。 

 

□□□ ２：【×】貸借対照表等式ではなく，資本等式で表現される（テキストp．50参照） 

「資産＝負債＋資本」という貸借対照表等式で表現されるのは企業主体理論であり，

資本主理論は，「資産－負債＝資本」という資本等式で表現される。 

 

□□□ ３：【×】利益は発生した時点で資本主に帰属する（テキストp．50参照） 

資本主理論によれば，利益はそれが発生した時点で資本主に帰属することになる。 

なお，企業主体理論によれば，利益は企業自体の利益であって，決定された配当額だ

けが資本主に帰属することになる。 

 

□□□ ４：【×】当該処理は企業主体説に立脚していることの表れではない（テキストp．51参照） 

現行制度上，債権者に対する支払利息が費用項目とされ，株主に対する支払配当金が

利益分配項目とされているのは，企業主体説（企業主体理論）ではなく資本主説（資本

主理論）に立脚していることの表れである。 

 

□□□ ５：【○】（テキストp．51参照） 

株式会社を資金提供者から独立した主体ととらえる企業主体理論によれば，株主と債

権者はともに外部者として位置づけられる。したがって，支払配当金も支払利息も外部

者である株主および債権者から調達した資金に対する報酬としての費用であり，その性

格は同一と考えることができる。 
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